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日本共産党野洲市委員会 
２０１９年６月９日 №３４３ 
 

６月 ５日（水） 本会議（議案の提案） 

  １４日（金） 本会議（議案質疑、一般質問） 

         予算常任委員会 

  １７日（月） 本会議（一般質問） 

  １８日（火） 本会議（一般質問）※予備日 

  １９日（水） 予算委員会、常任委員会 

  ２０日（木） 予算委員会、常任委員会 

  ２６日（水） 予算常任委員会 

  ２８日（金） 本会議（議案討論と採決） 

 市議会定例会は６月５日から開催されました。安倍政権

が消費税１０％増税の強行で暮らし破壊を進めようとして

いる中で、地方自治体議会の果たす役割は大きなものがあ

ります。それだけに６月市議会定例会は重要な議会となり

ます。一般質問は１４日からです。傍聴にお越しください。 
 

都市計画税条例に対する態度 （（（（〇〇〇〇＝＝＝＝賛成賛成賛成賛成    ●●●●＝＝＝＝反対反対反対反対））））    
 ２月市議会定例会で継続審議となって

いた都市計画税条例は５日、市議会本会

議で賛成多数で可決されました。 
  
 市民への説明や理解もなく、実施不可

能な不備な条例案を議決しましたが、市

政と市議会のあり方が厳しく問われてお

り、市民から強い批判がでています。 

 

こ
の
よ
う
な
問
題
あ
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
「条
例
の
撤
回
を
求
め
る
決

議
案
」
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
決
議
案
の
取
り
扱
い
を
協
議

し
た
議
会
運
営
委
員
会
で
田
中
委
員
長
は

「賛
成
や
反
対
は
討
論
で
し
た

ら
い
い
」。
橋
議
長
は

「総
務
委
員
会
で
既
に
可
決
さ
れ
て
お
り
認
め
ら
れ

な
い
」
と
し
て
本
会
議
へ
の
上
程
を
認
め
な
い
と
決
定
し
ま
し
た
。 

 
 

極
め
て
不
当
で
す
。
地
方
自
治
法
や
市
議
会
会
議
規
則
で
は
、
所
定
の

様
式
と
提
案
者

（地
方
自
治
法
で
は
全
議
員
の
１２
分
の
１
以
上
）
が
あ
れ

ば
無
条
件
で
受
け
付
け
、
本
会
議

へ
の
上
程
を
定
め
て
い
ま
す
。
議
会
運

営
委
員
会
や
議
長
が
決
議
案
上
程
を
止
め
る
法
的
権
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
方
自
治
法
や
自
ら
定
め
た
野
洲
市
議
会
会
議
規
則
を
も
否
定
す
る
民
主

主
義
否
定
の
市
議
会
で
は
市
民
の
立
場
に
立
つ
審
議
は
さ
れ
ま
せ
ん
。 

ととととててててもももも市民市民市民市民のののの立場立場立場立場でででで提案提案提案提案さささされれれれ、、、、審議審議審議審議ししししたたたたもももも
ののののででででははははあああありりりりまままませせせせんんんん        
    ２月議会では市民１６００名もの方から「拙速。市民の理解もない」と

して、慎重な審議を求める請願が提出され採択されていました。それもそ

のはずです。「市民に３・５億円もの新たな新税を導入する」と市長が表

明したのは昨年１１月。翌年の２月議会に導入条例案を提案したもので

す。市長は「概ね市民に理解してもらっている」と言いますが、とんでも

ありません。 

 

増税増税増税増税あああありりりりききききでででで市民市民市民市民のののの暮暮暮暮ししししおおおお構構構構いいいいななななしししし    
ここここれれれれはははは市民不在市民不在市民不在市民不在のののの““““採決強行採決強行採決強行採決強行””””    
 
 そもそも都市計画税は、所得に関係なく市街化区域に課税される税金で

す。「都市基盤整備の財源となる目的税」と言いますが、市民全体の都市

基盤整備の費用を特定の市民だけに課税するのは誤りです。 

 本来、新税の導入となれば「市民の暮しはどうなるのか」など、市は慎

重な検討が必要です。同時に市議会も請願の市民の思いからも慎重な審議

が必要です。ところが市は全く調査もしていないし、市議会自身も、審議

らしい審議もなく議決したものです。こんな「増税ありき」の導入は許さ

れません。にもかかわらず、導入を決めた市議会の採決強行は、市議会の

存在と役割が市民から問われていると言っても過言ではありません。 

  

みらい野洲 


